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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2

GHS分類

※記載のないものは分類対象外、区分外または分類出来ない。

　シンボル

　注意喚起語

皮膚刺激

皮膚に接触すると有害のおそれ

　危険有害性情報

引火性の高い液体および蒸気

危険

GHSラベル要素

水生環境有害性（急性） 区分　2

標的臓器毒性（反復暴露） 区分　1

標的臓器毒性（単回暴露） 区分　1

生殖毒性 区分　1　（１Ａ及び１Ｂ）

生殖細胞変異原性 区分　1　（１Ａ及び１Ｂ）

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分　2A

皮膚腐食性／刺激性 区分　2

急性毒性（経皮） 区分　5

引火性液体 区分　2

危険有害性の要約

改訂日 2010年12月13日

整理番号 08027-2

用途 軟鋼・高張力鋼

制定日 1993年6月30日

電話番号 078-682-2321

FAX番号 078-682-4513

住所 〒652-0806　神戸市兵庫区西柳原町5番26号

担当部門 第一研究部　第一課

ノン・スパッター３１２　ΣＸ－Ｋ（18、200㎏）

製品コード 37103、37105

会社名 石原薬品株式会社

製品安全データシート（ＭＳＤＳ）

製品及び会社情報

製品名
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3

・混合物

成分名／
化学名

含有量
(wt%)

CAS No.
化審法№
※１

PRTR法№
※２

毒劇物該非
※３

安衛法
通知№※４

 水 80～90 7732-18-5 非該当 非該当 非該当 非該当

樹脂 5～10 非公開 非公開 非該当 非該当 非該当

エタノール 1～5 64-17-5 (2)-202 非該当 非該当 61

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓ
ﾉｰﾉﾙﾏﾙｰﾌﾞﾁﾙ
ｴｰﾃﾙ

5未満 111-76-2 (2)-407 非該当 非該当 79

1-ブタノール 1未満 71-36-3 (2)-3049 非該当 非該当 477

イソブチル
アルコール

1未満 78-83-1 (2)-3049 非該当 非該当 477

イソプロピル
アルコール

1未満 67-63-0 (2)-207 非該当 非該当 494

有機溶剤中毒予防規則

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

4

吸入した場合

皮膚に付着した場合

・直ちに水で洗い流し、石鹸で液が付着したところをよく洗う。

・吸入をして気分の悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。

・気分の戻らない時は、医師の診断を受ける。

応急処置

※４　労働安全衛生法
　　　　　表示物質　：　施行令第１８条　名称等を表示すべき有害物質
　　　　　通知物質　：　法第５７条の２、施行令１８条の２別表第９　名称等を通知すべき有害物質
　　　　　第２種有機溶剤・第３種有機溶剤　：　施行令別表第６の２・有機溶剤中毒予防規則

表示対象物：エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル（第18条3の5）を含有す
る

非該当　該当物質（エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル、1-ブタノール、イソプロピル
アルコール、イソブチルアルコール）は含有するが、規定量未満。

非該当　該当物質は含有しない。

※３　毒物及び劇物取締法

非該当　該当物質は含有するが、規定量未満。

化学物質　・混合物の区別

※１　化審法　　官報公示整理番号(化審法)

※２　ＰＲＴＲ法報告物質

組成、成分情報

水生生物に毒性

長期にわたる反復暴露により臓器（中枢神経系、肝臓、末梢神経系）の障害

臓器（中枢神経系、聴覚器、呼吸器、腎臓）の障害

遺伝性疾患のおそれ

生殖能または胎児への悪影響のおそれ

強い眼刺激
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目に入った場合

飲み込んだ場合

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

5 火災時の措置

消火剤

使ってはならない消火剤

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

回収、中和

二次災害の防止法

・情報なし

・周囲の設備などに散水して冷却する。

・漏出時は事故の未然防止および拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。

・粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、霧状水

・少量の場合：土砂、ウエス等で吸着させて空容器に回収し、その後を完全にウエス等で拭き取る。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

・状況によっては呼吸保護具を着用して、風上から行う。

・火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。

・無理に吐かせない。

・直ちに水で口の中を洗浄する。

・直ちに医師の診断を受ける。

・直ちに清浄な水で15分以上洗眼する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、
　洗浄する。

・眼の刺激が続く場合は医師の手当てを受ける。

・衣服等に付着した場合は脱いで、皮膚に付着した部分を石鹸でよく洗う。

・火元の燃焼源を断つ。

・初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。

・大規模火災の際には、泡消化剤を用いて空気を遮断することが有効である。

・流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

・ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。

・皮膚に触れたり、眼に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。

・漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止する。

・作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵、ガスを吸入しないようにする｡

・大量の場合：漏洩した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立入りを禁止する。

・付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

・作業の際には必ず保護具を着用する。

・漏洩した液は土砂などでその流れを止め、安全な場所に導いた後、出来るだけ空容器に回収する。

・河川、下水道等に排出されないように注意する。

・廃棄物は関連法令に基づいて処理すること。

・着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。

・土壌の汚染、水質汚濁に繋がるので、可能な限り回収する。
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7 取扱い上の注意

取扱い

技術的対策

保管

適切な保管条件

安全な容器包装材料

8 暴露防止及び保護措置

設備対策

管理濃度 許容濃度

25ppm 20ppm （TLV-TWA）

規定なし 1000ppm （TLV-TWA）

25ppm 20ppm （TLV-TWA）

50ppm 50ppm （TLV-TWA）

200ppm 200ppm （TLV-TWA）

規定なし 1ppm （TLV-TWA）

保護具

トリエチルアミン

記載の無いものは、知見なし、あるいはデータなし

・蒸気または煙やミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。

・特になし

・屋内は全体に換気する。換気の悪い場所及び蒸気の発生の多い場所には局所排気装置を設ける。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

・涼しい所、換気の良い場所で保管する。

・熱/火花/裸火/高温のもののような着火原から遠ざける。

・容器を密栓する。

・酸化剤との接触を避ける。

・取り扱い後はよく手を洗う。

・取扱いの都度、容器を密閉する。

・眼、皮膚、または衣類に付けない。

・取扱いは、屋外または換気のよい場所で行う。

・防爆型の電気機器(換気装置、照明機器等）を使用する。

・漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させない。

・熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざける。

・容器を接地(アース)をする。

・静電気放電に対する予防措置を講ずる。

・火花を発生しない工具を使用する。

・製品記載の使用上の注意を良く読み、用途以外に使用しない。

・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

・使用後も含め、穴をあけたり燃やしたりしない。

・直射日光を避ける。

イソブチルアルコール

エチレングリコールモノ-
ノルマル-ブチルエーテル

イソプロピルアルコール

１－ブタノール

エタノール
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呼吸器の保護具

手の保護具

目の保護具

9 物理的及び化学的性質

10 安定性及び反応性

反応性

化学的安定性

危険有害反応性の可能性

避けるべき条件

混触危険性物質

危険有害な分解生成物

その他

・特になし。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

外観

臭い

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

：　白色半透明液体

：　微臭

蒸気密度 ：　データなし

燃焼又は爆発範囲下限、上限 ：　なし

蒸気圧 ：　データなし

pH

溶解性 ：　水に易溶

蒸発速度 ：　データなし

比重 ：　1.00ｇ／㎝3（20℃）

：　8.5

融点/凝固点 ：　該当せず

沸点、初留点と沸騰範囲 ：　約100℃

引火点 ：　なし

自然発火温度(発火点) ：　なし

燃焼性 ：　なし

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

：　データなし

分解温度 ：　データなし

その他のデータ ：　データなし

オクタノール/水分配係数

・通常の取扱いにおいては安定である。

・強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発をもたらす。

・特になし。

・強酸化剤(引火性物質のため、強酸化剤との接触を防ぐ。)

・保護手袋、必要に応じて耐溶剤性手袋、ビニール手袋等を着用する。

・特になし。

・必要に応じて保護眼鏡を着用する。

・必要に応じて保護マスク等を着用する。

・加熱・熱源・裸火。

・強酸化剤との接触を避ける。
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11 有害性情報

引火性液体 区分４

区分４

区分２

区分２

区分２

区分２Ａ

区分２

標的臓器／全身毒性（単回暴露） 区分１

標的臓器／全身毒性（反復暴露） 区分２

引火性液体 区分２

区分２Ａ

区分１Ｂ

区分１Ａ

標的臓器／全身毒性（単回暴露） 区分３

標的臓器／全身毒性（反復暴露） 区分１

１－ブタノール

引火性液体 区分３

区分４

区分５

区分２

区分２Ａ

標的臓器／全身毒性（単回暴露） 区分３

標的臓器／全身毒性（反復暴露） 区分１

吸引性呼吸器有害性 区分２

イソブチルアルコール

引火性液体 区分３

区分５

区分５

区分５

区分２

区分２Ａ

標的臓器／全身毒性（単回暴露） 区分３

吸引性呼吸器有害性 区分２

イソプロピルアルコール

引火性液体 区分２

区分５

区分５

急性毒性（経口）

急性毒性（経皮）

皮膚腐食性／刺激性

眼に対する重篤な損傷

急性毒性（吸入：蒸気）

急性毒性（経口）

急性毒性（経皮）

眼に対する重篤な損傷

皮膚腐食性／刺激性

眼に対する重篤な損傷

生殖毒性

生殖細胞変異原生

エタノール

個々の成分の有害性情報：記載の無いものは、GHS分類でカットオフ値以下であるもの、知見なし、
あるいはデータなしの成分

製品全体としての有害性情報

急性毒性（経口）

急性毒性（経皮）

眼に対する重篤な損傷

生殖毒性

エチレングリコールモノ-
ノルマル-ブチルエーテル

急性毒性（経口）

急性毒性（経皮）

急性毒性（吸入：蒸気）

皮膚腐食性／刺激性
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区分２Ａ

区分２

標的臓器／全身毒性（単回暴露） 区分１

標的臓器／全身毒性（反復暴露） 区分２

　吸引性呼吸器有害性 区分２

トリエチルアミン

引火性液体 区分２

区分４

区分３

区分３

区分１Ａ

区分１

標的臓器／全身毒性（単回暴露） 区分１

標的臓器／全身毒性（反復暴露） 区分１

12 環境影響情報

エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル

水生環境有害性（急性） 区分２

トリエチルアミン

水生環境有害性（急性） 区分２

水生環境有害性（慢性） 区分２

13 廃棄上の注意

14 輸送上の注意

国際規制

国内規制

輸送の特定の安全対策及び条件

急性毒性（経口）

急性毒性（経皮）

眼に対する重篤な損傷

皮膚腐食性／刺激性

急性毒性（吸入：蒸気）

非該当

個々の成分の有害性情報：記載の無いものは、GHS分類でカットオフ値以下であるもの、知見なし、
あるいはデータなしの成分

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

・内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託する。

非該当

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

国連分類

・荷くずれ防止を確実に行う。

・直射日光を避ける。

積載方法

運搬時の積み重ね高さは３ｍ以下

・輸送容器は衝撃を与えないように、ていねいに取扱う。転倒したり、激突させたりしない。

混載禁止

第１類及び第６類の危険物

高圧ガス

製品全体としての有害性情報

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

生殖毒性

非該当

眼に対する重篤な損傷
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15 適用法令

16 その他の情報

　　 輸出貿易管理令別表第1の1～15項、別表第2の1～44項に非該当

特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の促進の改善の促進に関する法　（PRTR法）

労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防規則)

表示対象物質を含有する。(詳細は 3. 組成、成分情報を参照）

非該当　該当成分は含有するが、規定量未満のため非該当（詳細 3. 組成、成分情報を参照)

非該当　該当物質は含有するが、１％未満。(詳細は 3. 組成、成分情報を参照）

通知対象物質を含有する。(詳細は 3. 組成、成分情報を参照）

労働安全衛生法

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

※注意
  製品安全データシートは､危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、
  取り扱う事業者に提供されるものです。取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、
  個々の取り扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用される
  ようお願いします。従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。

オートケミカル製品のための製品安全データシート作成指針改訂版　（日本オートケミカル工業会）

中央労働災害防止協会安全衛生情報センターホームページ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

参考文献

化学物質等安全データシート（ＭＳＤＳ）-第１部：内容及び項目の順序　JIS Z7250:2005

ＧＨＳ分類結果データベース　(独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ

　 外国為替及び外国貿易法　（外為法）

毒物及び劇物取締法(毒劇物取締法)

非該当(該当物質は含有しない）

高圧ガス保安法

対象外

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

火薬類取締法

対象外

非危険物(消防法上の非危険物)

消防法　（　）内は、指定数量

8／8


